
議 案 第 ２ ４ 号

伊 丹 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て

伊 丹 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お り 制 定 す る 。

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ９ 日 提 出

伊 丹 市 長 藤 原 保 幸

理 由

近 隣 他 都 市 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し て ，

一 般 的 な 事 務 又 は こ れ に 相 当 す る 業 務 に 従 事 す る 会 計 年 度 任 用 職 員

の 月 額 報 酬 の 改 定 を 行 う ほ か ， 所 要 の 規 定 整 備 を 行 う た め 。

議２４



伊 丹 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ３ 年 伊 丹 市 条 例 第 号 ）

伊 丹 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 平 成

３ １ 年 伊 丹 市 条 例 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ３ ０ 条 第 ２ 項 中 「 第 １ ３ 条 の ３ 第 ２ 項 か ら 第 ７ 項 ま で 」 を 「 第

第 １ ３ 条 の ３ 第 ２ 項 か ら 第 ６ 項 ま で 」 に 改 め る 。

別 表 第 ２ ア 一 般 的 な 事 務 又 は こ れ に 相 当 す る 業 務 に 従 事 す る 職 種

の 項 中 「 １ ３ ７ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ５ ２ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め る 。

付 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に パ ー ト タ

イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 に 月 額 報 酬 を 支 給 す る 場 合 に お け る こ の 条

例 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に

関 す る 条 例 （ 以 下 「 改 正 後 の 条 例 」 と い う 。 ） 別 表 第 ２ ア 一 般 的

な 事 務 又 は こ れ に 相 当 す る 業 務 に 従 事 す る 職 種 の 項 の 適 用 に つ い

て は ， 同 項 中 「 １ ５ ２ ， ０ ０ ０ 円 」 と あ る の は 「 １ ４ ２ ， ０ ０ ０

円 」 と す る 。

３ 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に パ ー ト タ

イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 に 月 額 報 酬 を 支 給 す る 場 合 に お け る 改 正 後

の 条 例 別 表 第 ２ ア 一 般 的 な 事 務 又 は こ れ に 相 当 す る 業 務 に 従 事 す

る 職 種 の 項 の 適 用 に つ い て は ， 同 項 中 「 １ ５ ２ ， ０ ０ ０ 円 」 と あ

る の は 「 １ ４ ７ ， ０ ０ ０ 円 」 と す る 。

議２４-２*




